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※
政
府
広
報
オ
ン
ラ
イ
ン
を
加
工
し

て
作
成

罹
災
証
明
書
・
災
害
証

明
書
を
交
付
し
ま
す

　

町
で
は
、
令
和
７
年
２
月
４
日
か

ら
の
大
雪
で
被
害
に
あ
っ
た
場
合
、

申
請
に
基
づ
き
罹
災
証
明
書
等
を
交

付
し
て
い
ま
す
。

▼
罹
災
証
明
書

　

自
然
災
害
に
よ
り
住
家
が
被
害
を

受
け
た
場
合
に
、
住
家
の
被
害
の
程

度
を
調
査
し
、
そ
の
結
果
を
証
明
し

ま
す
。

　

災
害
見
舞
金
な
ど
の
被
災
者
生
活

再
建
支
援
制
度
の
利
用
に
必
要
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
災
害
証
明
書

　

建
物
や
車
両
、
設
備
等
の
動
産
が

自
然
災
害
に
よ
り
被
災
し
た
事
実
を

証
明
し
ま
す
。

　

保
険
金
の
請
求
な
ど
に
必
要
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
申
請
方
法

　

各
証
明
願
届
に
記
載
の
上
、
被
災

箇
所
の
写
真
を
添
付
し
、
総
務
課
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

証
明
願
届
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課　

防
災
情
報
係

☎（
62
）２
１
１
１

春
先
に
発
生
し
や
す
い

雪
崩
に
注
意

　

雪
崩
は
、
集
落
や
山
間
の
道
路
の

ほ
か
、
ス
キ
ー
場
や
観
光
地
と
い
っ

た
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
で
起
こ
っ
て
い

ま
す
。
気
温
が
上
昇
す
る
春
先
の
融

雪
期
に
は
、
斜
面
の
固
く
て
重
た
い

雪
が
地
表
面
の
上
を
流
れ
る
よ
う
に

滑
り
落
ち
る
「
全
層
雪
崩
」
が
発
生

し
や
す
い
の
で
、
注
意
が
必
要
で
す
。

　

全
国
地
す
べ
り
が
け
崩
れ
対
策
協

議
会
で
は
、
具
体
的
な
対
策
を
紹
介

し
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
う
ち
の
い

く
つ
か
を
紹
介
し
ま
す
。

▼
自
分
自
身
が
雪
崩
に
流
さ
れ
て
し

ま
っ
た
場
合

・
雪
崩
の
流
れ
の
端
へ
逃
げ
る

・
身
体
か
ら
荷
物
を
は
ず
す

・
雪
の
中
で
泳
い
で
浮
上
す
る
よ
う

に
す
る

・
雪
が
止
ま
り
そ
う
に
な
っ
た
と
き
、

雪
の
中
で
の
空
間
を
確
保
で
き
る
よ

う
、
手
で
口
の
前
に
空
間
を
作
る

▼
雪
崩
が
自
分
の
近
く
で
起
き
た
場

合・
流
さ
れ
て
い
る
人
を
見
続
け
る
こ

と・
仲
間
が
雪
崩
に
巻
き
込
ま
れ
た
地

点（
遭
難
点
）と
、
見
え
な
く
な
っ

た
地
点（
消
失
点
）を
覚
え
て
お
く

・
雪
崩
が
止
ま
っ
た
ら
見
張
り
を
立

て
、
遭
難
点
と
消
失
点
に
ポ
ー
ル
や

木
な
ど
の
目
印
を
た
て
る

　

２
月
４
日
か
ら
の
大
雪
で
、
２
月

７
日
に
災
害
救
助
法
が
本
町
に
適
用

さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
高
齢
者

世
帯
等
で
緊
急
対
応
が
必
要
な
除
雪

に
か
か
っ
た
費
用
が
、
国
、
県
か
ら

支
援
さ
れ
ま
す
。

　

大
雪
で
福
島
県
の
市
町
村
に
同
法

が
適
用
さ
れ
た
の
は
昭
和
38
年
以
来

62
年
ぶ
り
。
気
象
庁
に
よ
る
と
本
町

の
最
深
積
雪
は
２
月
９
日
に
１
７
５

㌢
を
記
録
し
ま
し
た
。

　

こ
の
大
雪
で
、
国
道
49
号
や
県
道

７
号（
猪
苗
代
塩
川
線
）、
磐
越
自

動
車
道
、
町
道
の
一
部
が
通
行
止
め

と
な
っ
た
ほ
か
、
磐
越
西
線
は
運
休

に
な
り
、
本
町
に
も
大
き
な
影
響
が

あ
り
ま
し
た
。

　

２
月
28
日
時
点
で
、
同
法
に
基

づ
く
障
害
物
の
除
去（
屋
根
雪
等
の

除
雪
）を
本
町
で
行
っ
た
の
は
44
件
。

こ
の
法
律
で
は
、
①
「
住
家
の
倒
壊

等
に
よ
り
、
生
命
・
身
体
に
危
害
を

受
け
る
お
そ
れ
が
生
じ
た
場
合
」
②

「
自
ら
の
資
力
及
び
労
力
に
よ
っ
て

除
雪
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
世

帯
」
の
両
方
と
も
当
て
は
ま
る
こ
と

が
対
象
要
件
に
な
り
ま
す
。

　

町
で
は
同
法
と
は
別
に
独
自
で
、

高
齢
者
の
み
の
世
帯
や
障
害
の
あ
る

人
が
い
る
世
帯
な
ど
で
自
力
で
の
除

雪
が
困
難
な
場
合
に
、
要
請
に
応
じ

て
、
道
路
か
ら
住
宅
ま
で
の
除
雪
を

行
い
ま
し
た
。

大
雪
に
よ
り
猪
苗
代
町
に

災
害
救
助
法
が
適
用

川桁地区内で緊急に実施した町道脇の排雪作業


